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１ 業務の概要 

 

(1) 業務名 

一般財団法人 伝統的工芸品産業振興協会（以下、当協会または伝産協会と言う）公

式ホームページリニューアル業務（以下「本業務」という。） 

本業務では、当協会が運営している二つのホームページが対象となる。 

 

① https://kyokai.kougeihin.jp/ 

運営母体である「伝産協会」のサイト（主なターゲット ＝ 業界関係者・法人な

ど） 

② https://kougeihin.jp/ 

「伝統工芸 青山スクエア」のサイト（主なターゲット ＝ 一般消費者） 

※現在、①と②に分けて運営しているが、この区分については絶対的なものではな

く、統合や区分の変更、さらなる分割なども可。よりよい提案を期待する。 

 

(2) 業務の目的 

一般財団法人 伝統的工芸品産業振興協会の二つのホームページは、平成 30 年度に

リニューアルしたものの、パソコン、スマートフォン、タブレット等閲覧環境の変

化、伝統的工芸品に関するコンテンツ数の増加や分類構成の複雑化により、必ずし

も分かりやすく、見やすいサイト構成とは言えない現状となっている。 

 

また、閲覧者から「伝統的工芸品の情報が探しにくい」「産地情報の更新が遅い」な

どのさまざまな意見が寄せられており、サイト構成やシステム的な問題への対応も

求められている。 

 

スマートフォンによる閲覧への対応をはじめ、デジタル化の進展に沿った伝統的

工芸品情報の充実、産地情報や展示会情報の速やかな情報発信を行うほか、コンテ

ンツ分析、分類構成を見直して、ウェブアクセシビリティ規格に準拠した作成を可

能にすることにより利用者にとって見やすいホームページにリニューアルし、伝統

的工芸品の魅力を国内外に発信することを目的とする。 

 

(3) 業務内容 

一般財団法人 伝統的工芸品産業振興協会公式ホームページリニューアル業務委託仕

様書のとおり 

 

https://kyokai.kougeihin.jp/
https://kougeihin.jp/


(4) 履行期間 

契約締結日から令和 8 年 3 月 31 日まで 

※公開日は協議の上決定する。 

 

２ スケジュール 

本業務委託に関するスケジュールは、以下のとおりとする。 

 

No 項目 日程 備考 

1 募集要領等の公表 令和 7 年 2 月 4 日（火） HP 公開 

2 企画提案書等の提出期限 令和 7 年 2 月 21 日（金）

正午まで 

電子メール提出 

3 契約締結・業務開始 令和 7 年 4 月 1 日（火）  

※公募に関する資料、様式等は、協会ホームページからダウンロードすること。 

※状況により、プレゼンテーションの機会を設定する場合がある。 

 

３ 参加資格 

本プロポーザルに参加できる者は、次の通りとする。 

 

(1) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）及び民事再生法（平成 11 年法律第 225

号）に基づく申し立てがなされていない者であること。 

 

(2) 国税及び地方税を滞納していないこと。 

 

(3) 経済産業省による指名停止等措置の対象となっていないこと 

 

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2

条第 2 号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者でないこと。 

 

(5) 過去に全国規模の当協会と同等な法人において、本業務と同等の業務実績があ

る CMS であり、現在も稼働していること。 

 



(6) 再構築後の CMS 及びホームページの運用・保守業務を行うことができること。 

 

(7) ISO27001 認証、JISQ27001 認証、プライバシーマークのいずれかを取得してい

ること。 

 

 

４ 失格事項 

本業務において、次のいずれかに該当する場合は、対象から除外する。 

 

(1) 審査に関する不当な要求等を申し入れた場合 

 

(2) 参加申込書を提出後、提出期限内に企画提案書等の提出がない場合 

 

(3) 提出書類に虚偽の記載又は記載内容に齟齬があった場合 

 

(4) この要領に違反又は逸脱した場合 

 

(5) 前各号に定めるもののほか、信義に反する行為等により選定委員会が失格であ

ると認めた場合 

 

5 企画提案書等の提出 

本プロポーザルへの参加者は、企画提案書作成要領等に基づき、以下の書類を電子

メールにて提出すること。 

 

(1) 提出書類 

ア 企画提案書（様式自由）※本業務に近しい過去の実績一覧を含めること 

イ 見積書（様式自由）※及び内訳書 

ウ CMS 機能要件対応表（様式 1） 

 

※今回の委託内容は構築が主なものですが、サイト運用も委託した場合の見積もり

も別添でご提出ください。 

 

(2) 提出期限 

令和 7 年 2 月 21 日（金）正午まで 必着 

 



(3) 提出先 

一般財団法人 伝統的工芸品産業振興協会 企画部 （担当：池葉・宮本夏 宛） 

kikaku@kougei.or.jp 

 

6 その他 

 

 契約締結は令和 7 年４月１日（火）となる。 

 支払いは、業務完了後一括で支払う。 

 応募に関する事前説明会は、開催しない。また、当該応募に係る一切の費用

は、応募者の負担とする。 

 提出書類は、選定結果にかかわらず返却しない。 

 

7 提案書等の提出・問合せ先 

 

一般財団法人 伝統的工芸品産業振興協会 

企画部 （担当：池葉・宮本夏 宛） 

電子メール kikaku@kougei.or.jp 

 

お電話によるお問い合わせは受け付けないため、ご質問は随時電子メールで連絡す

ること。 

mailto:kikaku@kougei.or.jp

